
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

祇園町商工会（法人番号 ）7240005001673 

広島市（地方公共団体コード 341002） 

実施期間 令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
目標 1：事業環境の変化を見据えた小規模事業者の自立的な 稼

ぐ力の強化による事業継続 
目標 2：個店の競争力強化による地域のにぎわいの維持 
目標 3：小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定

した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出
し、地域全体での持続的発展の取組へと繋げていく。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

管内 15者を対象に 4半期ごとに景況調査を実施し、調査結果を

事業計画策定及び個者の支援に活用する。 

2.需要動向調査に関すること 

顧客ニーズ調査、商品評価によるモニタリング調査、市場調査及

び先行事例分析を行い、調査結果を新商品・サービス開発や改

良等に関する支援へ活用する。 

3.経営状況の分析に関すること 

商工会が選定した事業者を対象に、経営指導員が経営分析を実

施し事業計画策定等に活用するとともに、商工会内で共有するこ

とによる形式知への転換を図る。 

4.事業計画策定支援に関すること 

「経済動向調査」「経営状況の分析」及び「需要動向調査」を活用

し、商工会と専門家が連携して事業計画の策定支援を行う。 

5.事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定事業者に対し商工会でのフォローアップを実施し、

顕在化した課題に対しては必要に応じて各種専門家と連携して

経営達成に向けた支援を実施する。 

6.新たな需要の開拓支援 

事業者の販路開拓のため、「商談展示会等への出展」「広報誌活

用」及び「ＨＰ、ＳＮＳの活用を含めたＤＸ化の推進」を行い、必要

に応じて専門家によるフォローアップを実施する。 

連絡先 

祇園町商工会 事務局 
〒731-0138 広島県 広島市安佐南区 祇園二丁目 48番 7号 

安佐南区役所祇園出張所 2F 
TEL:082-875-3476 FAX:082-875-6245 
e-mail:gion@hint.or.jp 
 
広島市 経済観光局 産業振興部 商業振興課 
〒730-8586 広島県 広島市中区 国泰寺町一丁目 6番 34号 
TEL:082-504-2236 FAX:082-504-2259 
e-mail:syogyo@city.hiroshima.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１.目標 

（１）地域の現状及び課題 

①地域の概要 

〈安佐南区〉 

・祇園町商工会のある広島市安佐南区は、広島市の北西部に位置する祇園町、佐東町、安古市町、

沼田町の旧安佐郡南部区域からなっている。 

・同区の人口は広島市８区の中で最多の 24万人で、東西に 18.8㎞、南北に 14.2㎞の広がりが

ある。面積は 117.03㎢で、市立大学、私立大学、市立高校、私立高校、専門学校等が立地する

学園都市である。 

 

〈祇園地域〉 

・祇園地域は 1972年に広島市に合併し広島市祇園町となり、1980年には広島市が政令指定都市

となったことにより広島市安佐南区祇園・山本・長束・西原・東原となった。 

・同地域は広島市安佐南区の最南部に位置し、安佐南区役所祇園出張所や安佐南警察署、安佐南

郵便局、私立大学等が立地する安佐南区の中心地である。 

・同地域内には、主要幹線道路の国道 54号（祇園新道）、国道 183号、ＪＲ可部線、新交通シス

テム「広島新交通 1号線（アストラムライン）」が縦断している。更に山陽自動車道「広島ＩＣ」

の至近距離に位置する。 

・1994年の「広島新交通１号線（アストラムライン）」の開通に伴う『祇園新道』沿線の西原・

東原地区のマンション等の開発、2000年から山本地区の大規模団地の造成が進み、今もなお人

口流入が続いている。 

・同地域は 1973年にイズミ初の郊外型店舗「いづみ祇園ショッピングセンター」（現ゆめテラス

祇園）が出店して以来、ロードサイド沿いを中心に商業・サービス業の集積が進んできたが、

2009年の大型複合施設「イオンモール広島祇園」の出店で、商業集積に拍車がかかっている。 

図１ 広島市安佐南区の位置図 
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〈人口動向〉 

・広島市の人口は 1,181,868人で、この５年間で 12,656人（－1.06％）減少し、高齢化率は 1.1

ポイント増加している。それに対して安佐南区の人口は 243,510人で、この５年間で 274人（-

0.11％）減少、広島市全体に比べても減少幅は少ないうえ、高齢化率は 0.8ポイントの増加に

とどまるなど、人口減少率、高齢化率ともに小さい。 

・祇園地域の人口は 79,080 人で、この５年間で人口は 1,748人（＋2.26％）増加し、増加幅こ

そ小さいが増加が続いている。高齢化率はこの５年間で 0.3ポイント増加しているが、安佐南

区の中でも高齢化の進行は緩やかである。 

 

図 2 人口・高齢化率の推移（人） 

  2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 

広島市 1,194,524 1,194,330 1,192,589 1,186,408 1,181,868 

 高齢化率 25.0％ 25.3％ 25.6％ 25.9％ 26.1％ 

安佐南区 243,784 244,240 244,581 243,980 243,510 

 高齢化率 20.9％ 21.2％ 21.4％ 21.7％ 21.7％ 

祇園地域※ 77,332 78,149 78,740 78,764 79,080 

 高齢化率 17.0％ 17.1％ 17.2％ 17.4％ 17.3％ 

出所：住民基本台帳より 

※祇園地域（祇園・山本・長束・長束西・西原・東原・山本新町） 

 

②祇園地区管内（祇園・山本・長束・長束西・西原・東原・山本新町）の小規模事業者数の動向（者） 
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③管内における業種別の現状分析と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 現状分析 課題 

建設業 

・西日本豪雨以来、公共工事の受注は拡大傾向にある。 
・慢性的な人手不足で、外国人労働者の雇用に頼っている。 
・建設会社等を退職して、ひとり親方としての起業が多い。 
・新築住宅、リフォームともに需要は好調。住宅メーカーは施
工の大部分を下請けに任せ、販売と施工管理が中心。 

・業務管理における
ＩＴ化・ＤＸ化に
よる業務効率化 

製造業 

・コロナ禍の需要低下により、雇用面での影響が大きく、需要
回復も他の業種に比べ遅い。 

・雇用面での外国人への依存度が高い。 
・製造業では Ｂ ｔｏ Ｂ取引だけでなく、広島市の立地やア
クセスを生かし Ｂ ｔｏ Ｃ取引に力を入れる企業が出て
きている。 

・近年、自社で製造受託だけでなく、商品の企画・設計を手掛
ける企業が目立ち、売上高に占める割合は小さいが成果が
出始めている。 

・新規顧客管理のた
めのＩＴ化・ＤＸ
化による生産性向
上 

・新規顧客開拓が課
題 

小売業 
サービス

業 

・全業種の中で、小規模事業者が最も多い業種である。 
・美容関連サービス、ネイルサロンでの創業が多い。 
・親子、夫婦での起業が目立つ。 
・創業希望者の空き店舗や不動産会社の斡旋等の相談が多い。 
・既存事業から新事業への転換を希望する事業者が多い。 
・有名な個人店が点在している。 
・食品関連の小売業等では、商品の企画・製造から販売まで一
貫して行っている事業所が多い。 

・Ｂ ｔｏ Ｂ、Ｂ ｔｏ Ｃ取引ともに新規顧客開拓に意欲的
で、管内から多店舗展開を行う企業も増えている。 

・商品・サービスの
情報発信における
ＩＴ化・ＤＸ化が
課題 

 

飲食・宿
泊業 

・幹線道路、ＪＲ駅周辺に集積している傾向があり、顧客は地
元客、通行客やビジネス客が中心。競合する店舗が多く、フ
ランチャイズ店、大型店の出店が相次いでいる。 

・団体客よりも、個人客が立ち寄れるお店が多い。 
・新規顧客開拓、顧客の固定化にＳＮＳを活用する企業が多
い。 

・メニューの特色よりも、駅や幹線通りに近いことや広い駐
車場を持つこと等の利便性に頼る店舗運営が目立つ。 

・商品・サービスの
情報発信における
ＩＴ化・ＤＸ化が
課題 

 

 

業種 現状分析 課題 

全業種
（共通） 

・自社の営業が立地に大きく影響を受けている。新規創業者
には土地の取得等のハードルが高くなる傾向がある。 

・慢性的な人手不足で、経営者一人で切り盛りしている。 
・同業他社との価格面での厳しい競争にさらされ、商品やサ
ービスに適正な原価を転嫁するのが難しい。 

・地域内での自社の
ブランドの確立
と、市場における
地位を確保するこ
とが課題 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

・上記の現状と課題を踏まえ、次のように中長期ビジョンを設定する。 

①中長期ビジョン 

・当地域は広島市内から交通アクセスの良い、最大規模のベットタウンで、高齢化傾向は見られ

るが進行はほぼ横ばいで、人口は増加傾向にあり、大きなビジネスチャンスがある。一方で、

幹線道路近隣では、大型店等の出店が相次ぎ、競合店との差別化が急務になっている。 

・そこで、今後、10年先を見据えて、祇園町の中期ビジョン（まちのあるべき姿）を設定する。 

 

飲食や美容、学習塾などの生活関連サービスが集積している当地域の強みが磨かれ、

ベットタウンとして選ばれ続けるまちとして、『生活関連サービスの活性化による活力ある

まち』の実現 

 

②第６次広島市基本計画との関連性 

・広島市では、2020年～2030 年度を計画期間とする第６次広島市基本計画において、都市像と

して『国際平和文化都市』の実現を掲げ、まちづくりの大きな柱として「世界に輝く平和のま

ち」「国際的に開かれた活力あるまち」「文化が息づき豊かな人間性を育むまち」に取り組んで

いる。 

・また管内の大きな開発プロジェクトでは、ＪＲ下祇園駅周辺において、「ＪＲ下祇園駅自由通

路等整備」（図 3参照、図 4参照）が 2021年より着手され、2026年度末に整備が完了する予定

であり、ＪＲ下祇園駅周辺の人流に大きな変化が見込まれる。 

・これらの計画等を踏まえ、商工会では、広島市基本計画と上記開発プロジェクトを関連づけ

『生活関連サービスの活性化による活力あるまち』の実現を掲げ、小規模事業者の利益拡大の

ための経営改善普及事業に加え、販路開拓による個者支援の拡充を図る。 

・また広島市の中小企業支援策や産業振興施策との関連施策の活用のために担当部署と連携を

図る。（図 5参照） 

 

図 3 ＪＲ下祇園駅自由通路等整備              図 4 JR下祗園駅自由通路等整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

図 5 第６次広島市基本計画の体系図と祇園町のあるべき姿との関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③祇園町商工会の役割 

・当商工会では、中長期ビジョンの実現のために、次の１）～５）の役割を担う。 

１）個者に対してワンストップで、ひろしま産業振興機構、広島県事業承継・引継ぎ支援セ

ンター、日本政策金融公庫等と連携を図りながら、経営課題の解決に応えていく役割 

２）経営力の再構築を促すための、小規模事業者にとって最も身近な伴走型支援を行う役割 

３）事業環境の変化にさらされた小規模事業者の課題や支援ニーズを把握し、国・県・市等

の行政の各種施策に反映させるとともに、施策の活用や利用を小規模事業者に促す役割 

４）経営資源の限られた小規模事業者だけでは取組が難しい経営のＤＸ化に向けた普及啓発

や人材育成の支援を行う役割 

５）小規模事業者が１者だけでは取組困難な販路開拓を地域ぐるみで面的に支援する役割 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

・上記の今後、10年先を見据え祇園町の中期ビジョン（まちのあるべき姿）の実現のために、下記

の①～③の目標を設定した。 

 

①事業環境の変化を見据えた小規模事業者の自立的な稼ぐ力の強化による事業継続 

・小規模事業者の経営力の再構築を促すために、窓口相談・巡回指導における「対話と傾聴」を

通じて、経営者自らの経営課題への気づきと解決のきっかけを与えることを最優先に取り組む。

その上で、経営課題解決のための、事業計画策定、税務指導、経営分析等を実施していく。 

・広島市内の立地の強みを生かして、専門家や近隣の中小企業支援機関等と連携し、小規模事業

者の経営課題の解決のネットワーク構築を支援する。 

世界に輝く平和のまち 

国際的に開かれた活力あるまち 

文化が息づき豊かな人間性を育むまち 

 

関連性のある各種施策 

都心や拠点地区等におけるまちづくりの推進、公共交通を軸とした交通体系の構築、産業集積・

強化、中小企業・商店街の活性化、観光の振興、区における住民を主体としたまちづくり活動の

充実、地域の活力を生み出す雇用等の推進、地域コミュニティや多様な市民活動の活性化 

「国際平和文化都市」 
の実現 

 

『生活関連サービスの

活性化による活力ある

まちづくり』の実現 

 

（広島市の都市像） 

 

（祇園町のあるべき姿） 

 
連携 
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・小規模事業者のＤＸ化のために、各種クラウドサービス等による業務効率化、ＳＮＳやＨＰ等

を活用するための人材育成及び雇用の創出を支援する。 

 

②個店の競争力強化による地域のにぎわいの維持 

・個店の魅力的な商品やサービスのＰＲによる新規顧客開拓の支援を通して、地域内外からの消

費者の流入の拡大を図る。 

・また、魅力的な個店を残すために、広島県事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、後継者

不在の事業者も含め、事業引継ぎに積極的に取り組む。 

 

③小規模事業者との「対話と傾聴」を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小

規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組へと繋げていく。 

・経営者との「対話と傾聴」による個々の重点課題の設定を多方面から支援していく。 

・特に、経営者と経営者を取り巻く地域の強みを見つける発見型アプローチによる自走化を促す

ことにより、地域全体の経済の底上げにつなげる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成指針 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①事業環境の変化を見据えた小規模事業者の自立的な稼ぐ力の強化による事業継続 

・新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、生活様式や価値観の変化に加えて、非対面型ビジ

ネスの導入などこれまでなかった変化や、在宅需要、内食の拡大に見られるように需要の質的

な変化が加速するなどの環境に地域の小規模事業者は直面している。そのため、今まで以上に

小規模事業者にとって内発的な動機による「Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｃｈｅｃｋ→Ａｃｔｉｏｎ」の

サイクルの実施と、これに基づいた事業計画の軌道修正などの必要性が増している。 

・よって、商工会では小規模事業者の内発的な動機に基づく経営力再構築を促すために、「対話

と傾聴」の姿勢で日常的な経営課題解決に向けた窓口相談・巡回指導に取り組む。経営課題解

決や事業計画の実施のフォローアップでは、経営者の「経営課題の新たな気づき」の絶好の機

会であることを念頭に置いて、取組目標の達成と課題の検証を支援する。 

・これらを前提とし、事業者の個別支援ニーズに応じた専門家派遣や展示会出展などの組合せに

よる事業計画の策定、経営分析、需要開拓の実施による売上拡大を図る。 

・加えて、小規模事業者が関係する支援機関とのネットワーク化のための、各種セミナーや専門

家による相談会の実施や、小規模事業者のＤＸ化のためのセミナー開催や専門家派遣、各種支

援ツールの情報提供によって、各種クラウドサービス等による業務効率化、ＳＮＳやＨＰ等を

活用するための人材育成及び雇用の創出を支援していく。 

・これらを通じて、小規模事業者が事業環境変化の中で、自ら事業の軌道修正を重ねながら、自

律的に稼ぐ力を強化し、事業の継続を図る。 

 

②個店の競争力強化による地域のにぎわいの維持 

・管内では、人口が微増を続けておりマーケットが拡大を続けている。一方で、小売・飲食サー

ビス業におけるチェーン店の出店により、顧客争奪戦が繰り広げられている。そのため、小規

模事業者の自らの働きかけで、他店との商品・サービスの面での差別化への取組と継続的に集

客を図るための対策を講じていくことがより重要になっている。 

・よって、商工会では、小規模事業者のマーケットインによる商品・サービスの開発を後押しす

るために、地域の経済動向調査結果・需要動向調査・経営分析結果を踏まえた具体的なターゲ

ット層を設定し、事業計画の策定、販路開拓、事業計画策定後のフォローを行っていく。 

・また、販路開拓のための事業者のＤＸ化に向け、セミナー開催を通じた啓発や専門家派遣によ

って、事業計画策定前段階から事業者の需要開拓を支援し地域のにぎわいの維持につなげる。 

 

③小規模事業者との「対話と傾聴」を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小規

模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組へと繋げていく。 

  ・人口減少社会において地域経済の維持、持続的発展に取り組む上で、地域を支える個々の小規
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模事業者への経営課題の設定から課題解決の伴走において、経営者や従業員との「対話と傾

聴」を通じて潜在力を引き出すことにより、個者にとどまらず地域全体で課題に向き合い、自

己変革していく機運を醸成する。 

 

＜経営発達支援事業の内容＞ 

３.地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

・管内の経済動向を把握するため、４業種（小売業、サービス業、製造業、建設業）合計 15 者に

四半期ごとに、巡回訪問によって聞き取りによる情報収集を実施し、商工会のＨＰ等で公表した。

また、管内の小規模事業者等に情報提供を行い、事業計画策定の参考資料として役立ててもらっ

てきた。 

・一方で、事業計画策定以外ではその活用は出来ておらず、個者支援における地域経済動向調査の

活用が限定的である。 

 

（２）目標 

 

 

 

 

 

（３）事業内容 

①調査手法 

・経営指導員、経営支援員の全職員で、管内合計 15 者を対象に四半期ごと（５・８・11・２月

の年４回実施）に巡回し、聞き取りを行い、報告書として取りまとめを行い、調査結果を会報

やＨＰで公表する。小規模事業者への景況への聞き取りを「対話と傾聴」の機会に位置付け、

経営課題への向き合いを支援していく。 

 

②調査対象 

・管内小規模事業者 15者（小売業、サービス業、製造業、建設業） 

 

③調査項目 

・売上、客数、資金繰り、仕入単価、採算性、従業員数、設備投資状況、課題 他 

 

（４）調査結果の活用 

・上記の分析結果を商工会の会報に掲載するとともに、会員以外の小規模事業者に対して幅広く周

知するために、商工会ＨＰに掲載する。 

・この分析結果を事業計画策定だけではなく、事業計画のフォローアップ等の進捗状況の分析など

を含めた個者の支援に活用を図っていく。 

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

管内を対象とし

た景気動向分析

の公表回数 

 4回 6回 6回 6回 6回 6回 

会報発行 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

ＨＰでの公表 4回 4回 4回 4回 4回 4回 
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４.需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

・管内の人口は微増で推移しており、需要面では経営のプラスに働いているが、全国の小売・飲食

チェーン店の出店が相次いでいるなど、消費者のトレンドの変化への対応を含めて、小規模事業

者は厳しい環境にさらされている。 

・そこで、商工会では、商品・サービスにおいて、他の店舗との差別化を図るために、アンテナシ

ョップなどでのテストマーケティングを実施した。これは、商品の販路開拓の販売面での課題を

把握する上で有効であったが、消費者の生の声を商品のパッケージや販売形態まで踏み込んで改

良に役立てることが出来なかった。 

・今後、食品製造業者を対象に、消費者の生の声を商品開発の初期段階や商品の改良に役立てるこ

とが必要であり、より効果的な支援につなげる。 

・さらに、一連の需要動向調査結果を、事業者との「対話と傾聴」に積極的に取り入れることによ

り、事業者自らの現況認識の希薄さや経営課題に対する認識不足や経営課題の見つめ直しにつな

げる。 

 

（２）目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業内容  

①管内地域の買物動向調査 

・生活関連業種である小売業・食品製造業などの新商品・サービスの開発の企画、開発に資する

調査を実施する。また、小売業・食品製造業などの新商品・サービスの認知度向上のための集

客方法の改善に資する調査を実施する。 

【調査場所】 

・祇園地区管内（管内小売店（イオンモール広島祇園）又管内で開催される各種イベント） 

【調査手法】 

・来場客を対象にアンケート調査を実施する。 

【サンプル数（有効回答数）】 

・100サンプル 

【調査項目】 

・顧客属性（年齢・性別、居住地、移動手段）、来場目的、来場頻度 

・購入価格、購入品目、商品/店舗の認知度、店舗等の情報入手経路、ＳＮＳの利活用等 

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

支援事業者数 9者 6者 6者 6者 6者 6者 

①新商品開発の調査
対象事業者数 

3者 2者 2者 2者 2者 2者 

②商品の改良のため
の調査対象事業者数 

3者 2者 2者 2者 2者 2者 

③新規顧客開拓の集
客の見直しのための
調査対象事業者数 

3者 2者 2者 2者 2者 2者 
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【活用方法】 

・調査結果は、経営指導員が対象事業者向けにフィードバックを行う。新商品の企画の初期

段階に活用を図るとともに、他業種からの生活関連業種への参入を目指す事業所への活用

を図る。 

・事業者の新規顧客開拓のための方法等の見直しに活用し、事業計画策定に反映する。 

 

②消費者モニター調査 

・主に食品加工品を中心に商品の改良のために、消費者モニター調査を実施する。 

【調査手法】 

・商品について、消費者（モニター）や食品分野の専門家等による試食を行った後、グルー

プディスカッションなどで意見を聞き取り、アンケート票に記入する。調査結果を分析し

た上で、該当事業者にフィードバックを行い、新商品の開発や改良に役立てる。また、分

析結果を事業計画に活用する。 

【対象商品】 

・食品加工品（弁当・総菜・パン・その他食品加工品） 

【モニター対象】 

・消費者モニター「30～50代 子育て世代（女性）」、専門家「食品・小売店経験者等」 

【調査項目】 

・味/香、価格、内容量、デザイン、こだわり/コンセプト、販売方法 他 

【調査結果の活用】 

・調査結果は、経営指導員等が専門家のアドバイスを得ながら分析を実施し、食品製造業者

等に直接フィードバックを実施し、更なる改良に役立てる。 

 

③市場調査「ＭｉｅＮａ」の活用による商圏調査 

・小規模事業者の商圏設定を行い、商圏内の潜在需要とその需要における自社の市場シェアを把

握する。 

【調査項目】 

・商圏内潜在需要算出のための基礎資料の把握 

（１世帯あたりの品目別平均（年間）消費額）×商圏内世帯数 

【調査結果の活用】  

・商圏設定は経営者との聞き取りから商圏を設定し、１世帯あたりの品目平均（年間）消費

額に、商圏内の世帯数を乗じて、自社が扱う商品の需要規模の把握を行い、事業計画の作

成に活用する。 

・新規顧客への集客方法の設計と検証に活用 

 

④日経テレコンを活用した商品・サービスの先行事例の分析 

・日経テレコンの全国の新聞・雑誌掲載検索システムを活用し、新商品・サービスの先行事例の

分析により、新商品・サービスの開発や改良のための方針の見直しに活用する。 
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【調査手法】 

・日経テレコン保有の全国の新聞・雑誌掲載検索システムへの「キーワード」検索 

【調査結果の活用】 

・競合が見込まれる商品又はサービスの価格、特徴、販売方法等の項目について他社商品と

自社商品の優位性を分析し、事業計画に反映していく。 

 

５.経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

・自社の状況を財務状況から把握することは事業継続するために必須である。しかし、損益計算書

及び貸借対照表の財務資料は税務申告や資金調達のための活用に留まっている。 

・加えて、上記の財務資料で表れていない、非財務面（ＳＷＯＴ分析等）の分析は、補助金申請の

ための事業計画策定時に一時的に実施はしているものの、不十分であり、財務・非財務の両面か

ら経営分析ができていない。 

 

（２）目標 

 

 

 

 

 

（３）事業内容 

① 対象者 

・税務申告や資金繰りなどの目先の経営課題解決後も引き続き「対話と傾聴」を重ねた中から、

経営分析や事業計画の必要性や重要性が見込まれる小規模事業者の中から商工会が選定する。 

・また目先の税務、資金繰りの経営課題を抱える事業者を自走化への緊急性の高い事業者に位置

付け、対象者として選定する。 

 

②経営分析の実施手法 

・経済産業省が提供する「ローカルベンチマーク」や内閣府が提供する「経営デザインシート」

の分析シートを活用し、経営指導員が実施する。 

・経営分析に関連する基礎資料を商工会の基幹システムや経営カルテ（ＣＲＭａｔｅ）等によ

り、全職員が管内の小規模事業者の実態の暗黙知から形式知への転換を図り、その上で小規模

事業者への経営分析を実施する。 

 

③経営分析を行う項目 

＜財務面＞ 

・営業利益率 ・労働生産性 ・ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 

・営業運転資本回転期間 ・自己資本比率 他 

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

専門家による個別相談会

（開催回数） 
5回 12回 12回 12回 12回 12回 

経営分析事業者 40者 9者 9者 9者 9者 9者 
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＜非財務面＞ 

・経営者（経営ビジョン/経営意欲/後継者の有無）、事業（沿革、強み、弱み）、企業を取り巻く

環境（市場動向、競合他社との動向）、内部管理体制（組織体制、品質管理体制、事業計画の策

定状況、従業員との情報共有、人材育成の体制他） 

 

④経営分析の活用方法 

・経営分析結果は事業者にフィードバックし、経営課題の設定や事業計画の策定に活用するとと

もに、「対話と傾聴」による自社の財務・非財務情報の見える化による伴走型支援を実施する。 

 

６.事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

・パンフレット等での補助事業等の施策の普及により事業計画の策定支援事業の掘り起こしに取

り組み、事業計画策定支援事業者数を増加させてきた。この大部分は各種補助金申請書策定を契

機とした事業計画の策定支援が中心となっており、小規模事業者に事業計画の策定の必要性、重

要性について十分に伝えることができていない。加えて、中長期的な経営方針を描く視点を欠き、

経営の本質的な課題の設定ができておらず、一過性の経営支援にとどまっている。 

・今後は、中長期的な経営課題の落とし込みにより、事業者が自らで描いた事業計画を自走化でき

るよう、「対話と傾聴」を通じて効果的な伴走型支援に取り組んでいく。 

 

（２）計画策定支援の考え方 

①事業計画の策定を小規模事業者の内発的な動機を促す「機会」に活用する 

・小規模事業者の内発的な動機づけのために、持続化補助金などの補助金獲得が目的であって

も、事業者が本質的な課題の認識に近づけるよう、「対話と傾聴」のプロセスを重視した事業計

画の策定支援を実施する。 

 

②補助金の電子申請をきっかけとするＤＸの普及啓発 

・持続化補助金をはじめ各種補助金申請の電子化が進んでいる。これを切り口に、事業計画の策

定の前段階より事業者のＤＸ化への必要性や重要性について普及啓発を図り、小規模事業者の

ＤＸ化を段階的に推進する。 

 

③認定支援機関、ひろしま産業振興機構等の専門家による事業計画の策定支援 

・商工会では、「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向調査」によって小規

模事業者の経営課題の設定を行うプロセスを通して事業計画の策定支援を行うこととし、経営

課題が明確となった段階で、必要に応じて外部の支援機関の専門家等と連携した事業計画の策

定支援を実施する。 

 

④生活関連サービス業を中心に事業計画の策定支援の推進 

・厳しい競争にさらされながらもビジネスチャンスに活路を見出す主に飲食業、食品小売業、食
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品製造業、美容業、不動産業などの生活関連サービス業を重点的に支援する。 

 

（３）目標 

 

 

 

 

 

 

（４）事業内容 

①専門家派遣の実施 

・管内の小規模事業者に対して「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向調査」

の提供等による経営指導を実施することで、自らの経営課題が明確となった事業者を中心に、

商工会と専門家が連携して事業計画の策定支援を実施する。 

 

②ＤＸセミナーの開催 

・管内の小規模事業者に対して、ＤＸの取組の必要性や重要性を普及するセミナーを開催する。 

・経営課題の解決に生かす具体的なＩＴツールやデジタル技術の情報提供等を行う。 

【募集対象（人数）】・管内小規模事業者（10者） 

【募 集 方 法】・チラシの作成、チラシの新聞折込、商工会会報・ＨＰでの集客 

【講 師】・ＩＴコーディネーター他 

【開 催 回 数】・１回/年  

【テ ー マ】・補助金の電子申請の方法、ＥＣサイト・ＳＮＳの活用 

・顧客管理ツール、クラウド型各種サービスの導入事例他 

 

 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

・事業計画策定事業者の大部分が、補助金活用を目的としているため、中長期的な視点での計画の

実現に対する意識づけができていない。 

・そのため、経営者に対し、事業計画期間となっている中長期的な視点での資金繰り、販路開拓支

援の面からの経営課題の設定が十分にできていない。 

 

（２）支援に対する考え方 

・小規模事業者にとって内発的な動機による「Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｃｈｅｃｋ→Ａｃｔｉｏｎ」のサ

イクルの実施ができるように、「対話と傾聴」の姿勢で、事業計画策定後のフォローアップを実施

する。 

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

専門家派遣の実施 10回 18回 18回 18回 18回 18回 

ＤＸセミナーの開催 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画作成支援事業者 36者 6者 6者 6者 6者 6者 
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・事業計画策定後のフォローアップでは、商工会の基幹システムや経営カルテ（ＣＲＭａｔｅ）を

活用し、全職員で小規模事業者の経営課題とその解決を実施する。 

・また、事業計画の策定後の小規模事業者の課題や現場に即した取組を阻む障壁を取り除くことを

目的とする「対話と傾聴」のアプローチによるフォローアップを実施していく。 

 

（３）目標 

 

 

 

 

 

※事業計画の期間は３年が基本で、６者×４回 

 

（４）事業内容 

①計画的な巡回及び窓口指導を通したフォローアップの実施 

・事業計画策定支援事業者について商工会で共有し、四半期ごとの事業計画の達成状況の把握を

行い、商工会で共有し、的確なフォローアップを実施する。また事業計画の進捗状況に応じて、

各種施策メニューの提案などを行いながら事業者の目標達成に向けた動機づけを行う。 

・また事業計画策定直後は、フォローアップの頻度を増やす等、目標達成のために必要なフォロ

ーアップを実施する。 

・フォローアップにあたっては細かく取組を区切り、事業者が実行可能な取組から着手するよう

に留意しながら実施する。 

 

②専門家派遣の実施 

・フォローアップを通して見つけ出された、事業計画と実施の間のズレや、このズレの発生の要

因となっている真の経営課題解決を見極め、その解決のため、中小企業診断士、税理士、社会

保険労務士等の各種専門家と連携して、事業計画策定事業者の事業計画の達成をあらゆる面か

ら支援する。 

 

③商工会で事業計画策定事業者の経営課題解決のデータベース化 

・上記での事業計画のフォローアップに加え、事業計画策定事業者の経営課題の傾向と対策を把

握するために、全職員で経営カルテ（ＣＲＭａｔｅ）の入力を行い、加えて各種決算資料など

による経営課題解決状況や関連する情報蓄積（データベース化）を実施する。情報を共有し、

支援が担当者の個人的な視点に留まらず組織として支援するよう留意する。 

 

８.新たな需要の開拓支援 

（１）現状と課題 

・販路開拓の支援として、新規顧客開拓のために展示会出展を行うことで、新たな取引先との商談

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

フォローアップ対象事業者数 40者 6者 12者 18者 18者 18者 

頻度（延べ回数） 136回 24回  48回 72回 72回 72回 

売上拡大事業者数 20者 3者 6者 9者 9者 9者 
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に結び付いているものの、展示会出展費や出展後のフォローアップの旅費に費用がかさむため、

小規模事業者が継続して出展できていない。 

・加えて「Ｂ ｔｏ Ｃ取引拡大のためのテスト販売」「自社商品のＰＲのためのＹｏｕＴｕｂｅ動

画の撮影・発信」に取り組んできたが、小規模事業者の人材育成が十分に行えず、成果が一時的

かつ限定的である。 

 

（２）支援に対する考え方 

・小規模事業者の自ら実現できて継続ができる新商品・サービスの販路開拓や情報発信として、Ｈ

Ｐや、ＳＮＳ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、ＹｏｕＴｕｂｅ）の活用を含めた

ＤＸ化を人材育成の観点から推進する。 

・事業計画の策定や売上目標の設定などの支援を行った又は行っている意欲のある生活関連サー

ビス業を重点的に支援する。また、事業計画の進捗状況に応じた適切な新規顧客獲得のための支

援方法を提案していく。 

 

（３）目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業内容 

① テスト販売 

・広島県のアンテナショップを活用し、小規模事業者の食品加工品を中心に、１か月間のテスト

販売を実施する。テスト販売先は「市町村情報センターひろしま夢ぷらざ（広島市中区本通）」、

「ひろしまブランドショップＴＡＵ（東京都中央区銀座）」などを想定している。 

 

 R5見込 R6 R7 R8 R9 R10 

①テスト販売 参画事業者 3者 2者  2者 2者 2者 2者 

売上増加額（１ヶ月/１社） 1万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 

②共同広告の作成・掲載と発信 

参画事業者 
- 3者 3者 3者 3者 3者 

 売上増加額（１ヶ月/１社） - 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 

③展示会出展参画事業者 3者 2者 2者 2者 2者 2者 

 商談成約件数 1件 1件 1件 1件 1件 1件 

④上記（①＋②＋③）のうち 

 ＳＮＳ等活用事業者 
 3者 3者 3者 3者 3者 

⑤上記（①＋②＋③）のうち 

 マスコミ掲載事業者 
 1者 1者 1者 1者 1者 
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※「市町村情報センターひろしま夢ぷらざ（広島市中区本通）」 

広島市中区に位置し、令和４年度は約 28 万人の来店者数で、年間売上は 4.2 億円であ

った。 

 

※「ひろしまブランドショップＴＡＵ」 

東京都中央区銀座に位置し、令和４年は約 75 万人の来場者数で、年間売上は 8.1 億円

であった。 

 

② 共同広告の作成・掲載と発信 

・パン屋・総菜・飲食店などの生活関連サービス業の小規模事業者の商品・サービスを中心に、

タウン誌を活用して、掲載回ごとにテーマを決めてＰＲを実施する。タウン誌では「ＴＪ Ｈ

ｉｒｏｓｈｉｍａ」等を想定。 

 

※「ＴＪ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ」広島市の中心部に約 3.5万部を発行する有料月刊雑誌で

ある。 

 

③ 展示会出展 

・「ビジネスフェア 中四国」（※）等に出展して、小規模事業者の食品加工品のＢ ｔｏ Ｃ取引

による新規取引先の開拓に取り組む。 

※中四国の最大規模の展示会、来場者約 1000人、延べ商談件数約 4,500件 

 

④上記に関連して取り組む内容 

１）新規顧客開拓のためのＤＸセミナー 

・新規顧客開拓や商談の成約率を上げるために、新規顧客のコミュ二ケーションツールと

しての自社のＤＸ化（ＨＰ作成、ＳＮＳを活用したマーケティング、クラウドサービス

を活用した顧客管理システムの導入）に向けたセミナーを開催する。 

 

２）プレスリリース配信代行 

・個者の効果的な情報発信のために、プレスリリース配信代行サービスの活用を図るととも

に、リリースの反響を含めた効果検証を行う。プレスリリース配信サービスとして、株式会

社ＰＲ ＴＩＭＥＳの『ＰＲ ＴＩＭＥＳ』を想定。 

 

※ＰＲ ＴＩＭＥＳ  保有する 1 万 1,700 件（2023 年 4 月時点）のデータベースの中

から、ユーザーがプレスリリースをメールで送付したいメディアを選定・指定し配信

が可能。データベースにはテレビ・新聞・雑誌・ＷＥＢ・フリーペーパー・ラジオ・

通信社などさまざまなメディアが含まれ、最大 300件まで選択可能で、１件あたり３

万円から利用可能。 
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３）専門家派遣 

・新規顧客開拓や商談の成約率を上げるために、小規模事業者に対してプレスリリース原稿

の策定指導や、商談の際に活用する商談シートの作成等や実施前後のフォローアップを実

施する。 

 

９.事業の評価・見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

・事業の実施状況及び成果については外部有識者（中小企業診断士・日本政策金融公庫）、広島市

商業振興課、広島市安佐南区地域起こし推進課、広島県経営革新課、広島県商工会連合会及び商

工会役員、法定経営指導員等で構成される「経営発達支援事業評価委員会」を設置し、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で書面審査が中心となったが、委員会を年１回開催し、事業の実施状況

及び成果を協議し、次年度以降に向けた検討の協議を行ってきた。 

・委員会の開催時期が６～７月での開催のため、事業実施後の評価を伴走型補助金の申請内容に生

かされておらず、年度ごとの計画見直し段階での効果的なＰＤＣＡサイクルが出来ていない。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援事業評価委員会の設置 

・外部有識者（中小企業診断士・日本政策金融公庫）、オブザーバー（広島市商業振興課、広島

市安佐南区地域起こし推進課）、広島県経営革新課、広島県商工会連合会及び商工会役員、法定

経営指導員等で構成される「経営発達支援事業評価委員会」を設置し、事業の実施状況及び成

果について５段階評価を実施し、次年度以降の事業計画の検討などを行う。また、適切な時期

（11月末・年度末等）での事業の検証を実施する。開催方法には書面による開催を含めること

により柔軟性を持たせて着実に実施する。 

 

②評価結果の公表 

・事業の実施状況・評価・見直しについては、管内の小規模事業者に周知するために商工会のＨ

Ｐにて掲載する。また、同評価結果は商工会報に掲載し、商工会の窓口や誰にでも閲覧可能な

場所に設置することで周知を図る。 

 

10.経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

・広島県商工会連合会が主催する各種研修やセミナーへの受講を通して、経営指導員をはじめとす

る職員の資質向上に取り組んできた。中でも、各種補助金の申請や税務申告において、電子申請

がスタンダートとなっており、職員のＩＴ、ＤＸへの対応力がより重要になってきている。 

・また、新型コロナウイルス感染症の拡大等により小規模事業者を取り巻く環境は大きく変化して

おり、経営の時流を押さえた個者支援のための資質向上や、相手の話をしっかりと聞き、相手の

立場に共感し、聴き出した内容をベースに問いかける「対話と傾聴」のスキルがより一層求めら

れている。 
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（２）事業内容 

①管内の小規模事業者のデータベース化 

・管内の小規模事業者の実態把握のため、非会員を含めた経営カルテ（ＣＲＭａｔｅ）の入力を

徹底し、管内の具体的な支援ニーズの実態把握に努め、職員の支援能力の底上げを図る。 

 

②専門家と同行による職員のＯＪＴによる「対話と傾聴」のスキルアップ 

・支援先事業所への支援は専門家と職員の同行を基本とし、専門家の「対話と傾聴」の手法を体

感することにより、「対話と傾聴」のスキルアップにつなげていく。 

 

③外部講習会等の積極的な活用 

・常に変化し続ける経営の時流に対応していくために、経済産業省や民間団体等が主催するセミ

ナー等を受講し、職員の資質向上を図る。今日的な経営の時流としては、「カーボンニュートラ

ル」「デザイン経営」などがテーマとして想定され、小規模事業者を取り巻く環境変化をいち早

く捉えることを通して職員の資質向上を図る。加えて小規模事業者のＤＸの実装のためのクラ

ウド会計システムの導入や、行政申請の電子化等の対応に向け、民間団体が主催するセミナー

等を受講し、基本的な知識習得を図る。 

・これらの個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織で共有していくために、複数名による事業者

支援を部分的に行うことで、商工会職員の知識や技術の底上げにつなげる。 

 

④ＩＴデジタル技術の実演会（展示会）等への参加 

・商工会の経営指導員等のＩＴツール（商品）についての知識習得を目的にＩＴベンダーらが出

展する実演会や展示会の視察を実施する。 

 

 ⑤ＯＪＴ制度の導入 

・支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機会を 

活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

11.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

・安佐南区・安佐北区管内の商工会（安古市町、高陽町、沼田町、広島安佐）との研修交流会を年

２回程度行っており、主に商工会の運営、経営発達支援事業の進め方等について情報交換を実施

している。商工会以外の支援機関とは、日本政策金融公庫との年１回の情報交換を実施している。 

・今回のコロナ禍により、意見交換会が実施できていないが、小規模事業者を取り巻く環境は大き

く変化しており、職員の支援ノウハウの共有を通した支援能力を強化は必要不可欠である。 

 

 

 

 



19 

 

（２）事業内容 

①近隣商工会との連携・情報交換会への出席 

・安佐南区・安佐北区管内の商工会（安古市町、高陽町、沼田町、広島安佐）の経営指導員等が

出席する研修交流会に参加し、個者支援の経営課題ノウハウの共有や、小規模事業者の支援ニ

ーズと支援方法についての意見交換を行うことで、支援ノウハウの向上を図る。（年２回程度） 

 

②日本政策金融公庫主催の経営改善貸付推薦団体連絡会議への出席 

・日本政策金融公庫広島支店の職員と、安佐南区・安佐北区管内の商工会（安古市町、高陽町、

沼田町、広島安佐）の経営指導員等が出席する連絡会議に出席し、マル経融資制度の活用状況

についての意見交換を行うことで、支援ノウハウの向上を図る。（年１回） 

 

③その他支援機関との連携、情報交換（随時） 

 ・事業者に対する支援の中でより専門性の高い分野については、広島県事業承継・引継ぎ支援セ

ンター、ひろしま産業振興機構（よろず支援拠点）等と連携して対応する必要があることから、

日ごろから定期的に情報交換を行うなど協力体制を構築する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（2024年 4月現在） 

（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経

営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経

営指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する

経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名：法定経営指導員／横谷 航  

連絡先：祇園町商工会 TEL 082-875-3476 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

・経営支援発達支援事業の実施・実施に係る支援及び助言、目標達成に向けた進捗管理 

・事業の評価・見直しをする際の必要な情報提供を行う。  

・経営発達支援事業の進捗報告、評価、見直し 年２回  

・経営発達支援事業の進捗管理、情報交換、助言 随時 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

祇園町商工会 事務局 

〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園二丁目 48番 7号  

TEL：082-875-3476／FAX：082-875-6245  E-mail:gion@hint.or.jp 

 

 

祇園町商工会 事務局 

 

事務局長 

・経営指導員   ３人 

（うち法定経営指導員  １人） 

・補助員     １人 

・記帳専任職員  １人 

・一般職員    ２人 

 

広島市 

・経済観光局 産業振興部 商業振興課 

・安佐南区 市民部 地域起こし推進課 

連携 
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②関係市町村 

広島市 経済観光局 産業振興部 商業振興課 

〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34号 

TEL：082-504-2236／FAX：082-504-2259  E-mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp 

広島市 安佐南区 市民部 地域起こし推進課 

〒731-0193 広島県広島市安佐南区古市一丁目 33番 14号 

TEL：082-831-4926／FAX：082-877-2299  E-mail：am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

必要な資金の額 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 

 

1.専門家謝金 

2.通信運搬費 

3.印刷製本費 

4.ソフトウェア・サ

ービス費 

5.展示会等実施・出

展費 

6.広報費 

7.委託・外注費 

 

1,895 

119 

185 

66 

 

847 

 

770 

1,904 

1,895 

119 

185 

66 

 

847 

 

770 

1,904 

1,895 

119 

185 

66 

 

847 

 

770 

1,904 

1,895 

119 

185 

66 

 

847 

 

770 

1,904 

1,895 

119 

185 

66 

 

847 

 

770 

1,904 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

商工会会費収入・手数料収入等、国補助金、広島県補助金、広島市補助金 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 


